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長野県告示第320号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支援医

療機関の指定を次のとおり行いました。

　　令和３年５月24日

	 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 指定した年月日

あづみ野メンタルクリニック 安曇野市穂高5777－１ 令和３年５月１日

川中島Ｆメンタルクリニック 長野市川中島町今井字稲荷1478番地２ 令和３年５月１日

湖南関医院 諏訪市湖南5928 令和３年４月１日

ちくまこころのクリニック 千曲市杭瀬下43－１ 令和３年５月１日

ウエルシア薬局長野若槻大通り店 長野市徳間１－５－26 令和３年５月１日

上諏訪薬局 諏訪市大手２－３－10 令和３年５月１日

しなの調剤薬局天竜店 岡谷市天竜町三丁目２－22 令和３年５月１日

諏訪薬局 諏訪市豊田263番１ 令和３年５月１日

ちの薬局 茅野市ちの字渋沢628－４ 令和３年５月１日

ほたる薬局辰野店 上伊那郡辰野町中央105－２ 令和３年５月１日

訪問看護ステーションふれあい 上伊那郡箕輪町中箕輪8944－１ 令和３年５月１日

みつばさ訪問看護ステーション 飯田市鼎上山3800－５ 令和３年５月１日

保健・疾病対策課
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長野県告示第321号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定により、次のとお

り指定自立支援医療機関から当該指定に係る医療機関の名称及び所在地の変更があった旨の届出がありました。

　　令和３年５月24日

	 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　変更前の医療機関の
　　　名称及び所在地

　　　変更後の医療機関の
　　　名称及び所在地

変更した年月日

社会福祉法人てまり　訪問看護ほっとステーション 社会福祉法人てまり　訪問看護ほっとステーション

松本市南松本１丁目７番８号 松本市小屋北１－16－33 令和３年４月１日

保健・疾病対策課

長野県告示第322号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定により、次のとおり

指定自立支援医療機関の指定の辞退がありました。

　　令和３年５月24日

	 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 辞退年月日

川中島Ｆメンタルクリニック 長野市川中島町今井1478－２ 令和３年４月30日

株式会社日医調剤上諏訪薬局 諏訪市大手２－３－10 令和３年４月30日

株式会社日医調剤諏訪薬局 諏訪市大字豊田263－１ 令和３年４月30日

株式会社日医調剤ちの薬局 茅野市ちの字渋沢628－４ 令和３年４月30日

訪問看護ステーションふれあい 上伊那郡箕輪町中箕輪8944－１ 令和３年４月30日

保健・疾病対策課

長野県告示第323号

　次の保安林を解除予定保安林としましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により告示します。

　　令和３年５月24日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　解除に係る保安林の所在場所

　　長野市大字上ケ屋字麓原2471 の 84・2471 の 112（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　公衆の保健

３　解除の理由

　　観光施設を整備するため

		（「次の図」は、省略し、その図面を長野県林務部森林づくり推進課及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課


